
令和8年度

１家族月1万円を予算の範囲内で補助します

佐渡市島留学生活支援金

対 象 者

＜次のいずれも該当するもの＞

1. 市外に居住していた者で、松ヶ崎小中学校または内海府小中学校の、島留学募集に申し込みを

して認められた児童生徒の保護者であること。

2. 令和3年3月1日以降に、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定に基づき、本市に転

入したもので、松ヶ崎小中学校または内海府小中学校の学区内に居住していること。

3. 松ヶ崎小中学校又は内海府小中学校に在籍しており、現に通学している子を養育する保護者で

あること。

4. 世帯に外国人を含む場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第39

号）に定める永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管

理に関する特例法（平成3年法律第71号）に定める特別永住者であること。

※ただし、入居者が次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。

・国の機関または地方公共団体の正規職員

・転勤・異動に伴う転入者

・市税の滞納がある方

・生活保護法による保護を受けている方

補 助 金 額 ・ 期 間

１家族月1万円を最長3年間

家族の暮らしを応援します!!

・申請書の提出

・誓約書兼同意書

・学校運営協議会が発行する証明書

（島留学による児童又は生徒であることを証明する書類）

申 請 方 法 ・ 提 出 書 類

留 意 事 項

次のいずれかに該当するときは、佐渡市島留学交付要綱の規定に基づき、補助金の全部又は一部を

返還していただく場合があります。

(1) 市税を滞納したとき

(2) 生活保護法による保護を受けたとき

(3) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき

書類の記入・提出の手間がかからないオンライン申請の受付を始めました！
QRコードから申請画面へ⇒

佐渡市電子申請システム
【島留学生活支援金交付申請書】



佐渡市外に居住しており、松ケ崎小中学校
または内海府小中学校への島留学を認められた

さど くらし テラス TEL：080-2596-5371
Mail：sado-iju@city.sado.niigata.jp
佐渡市役所移住交流推進課 TEL：0259-67-7153
Mail：r-iju@city.sado.niigata.jp

松ヶ崎小中学校または内海府小中学校に在籍しており、
上記の学校の学区内に居住し、通学している子を養育

している保護者である

お問合せは
こちら

はい

いいえ

対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん

島留学生活支援金受給フローチャート

いいえ

令和3年3月1日以降に児童・生徒と保護者で
佐渡市に転入した

いいえ

はい

はい

補助金の交付申請

手 続 き の 流 れ

支援金の交付申請には以下の資料を提出してください
①島留学生活支援金交付申請書
②誓約書兼同意書
③島留学による児童又は生徒であることを証明する書類

交付決定 申請書類を審査し、可否をお知らせします

年度の末日（３月３１日）までに、実績報告書と学校運営協議会が発行する
在学期間証明書を提出してください

実績報告

交付額確定 実績報告を審査し、交付額確定をお知らせします

事業の変更
交付決定後、申請内容の変更または中止をする場合は、変更
交付申請書に必要な書類を添付の上、提出し、承認を受けて
いただくことになります

支援金支払 請求書を提出してください。指定された口座へ支援金をお支払いします

島留学生活支援金の対象となる可能性があります


